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(57)【要約】
　【課題】固形粉末化粧料において、使用性と落下強度を向上させる技術を提供する 。
　【解決手段】電子顕微鏡観察による平均粒径０．０１～０．０８μの微粒子酸化チタン
を被覆した粉体を１～３０質量％含有する固形粉末化粧料であり、荷重２ポンドにおける
オルセン針入硬度が６０～９５である固形粉末化粧料により使用性と落下強度がともに向
上する。酸化チタンで被覆された粉体が、板状粉体の表面を電子顕微鏡観察による平均粒
径０．０１～０．０８μの微粒子二酸化チタンで被覆されたであるとさらに好ましい。
　【選択図】なし
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
他の粉体を被覆する形態で、電子顕微鏡観察による平均粒径０．０１～０．０８μの微粒
子酸化チタンを１～３０質量％含有する固形粉末化粧料において、その固形粉体化粧料に
おける、荷重２ポンドにおけるオルセン針入硬度が６０～９５であることを特徴とする、
固形粉末化粧料。
【請求項２】
前記微粒子に酸化チタンで被覆された粉体が、板状粉体の表面を電子顕微鏡観察による平
均粒径０．０１～０．０８μの微粒子二酸化チタンで被覆したものであることを特徴とす
る、請求項１に記載の固形粉末化粧料。
【請求項３】
板状粉体の表面を電子顕微鏡観察による平均粒径０．０１～０．０８μの微粒子二酸化チ
タンで被覆してなる複合板状粉体を含有する粉体成分と油剤からなる化粧料基剤に揮発性
油剤を加えてスラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去し
て調製することを特徴とする、請求項１又は２に記載の固形粉末化粧料。
【請求項４】
複合板状粉体の含有量が化粧料全体の２質量％～３０質量％であることを特徴とする請求
項１～４何れか１項に記載の固形粉末化粧料。
【請求項５】
固形粉末化粧料の製造法であって、板状粉体の表面を電子顕微鏡観察による平均粒径０．
０１～０．０８μの微粒子二酸化チタンで被覆してなる複合板状粉体とその他の粉体から
なる粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてスラリーとなし、該スラ
リーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して製造することを特徴とする固形粉末
化粧料の製造法。
【請求項６】
固形粉末化粧料は、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９５であ
ることを特徴とする、請求項５に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　　本発明は、使用性及び紫外線防御効果に優れた固形粉末化粧料に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パウダーファンデーション等の固形粉末化粧料は携帯性に優れていることから、近年、
粉末化粧料の主力となっている。ファンデーションには肌のしみ、くすみ等のトラブルを
隠す効果が求められる他、メークアップ化粧料の最外部に位置するため、紫外線から肌を
防御すると言う効果が求められている。
【０００３】
紫外線防御効果を付与するために、元来、紫外線吸収剤がファンデーションに含有されて
きた、しかしながら、紫外線吸収剤は多くの場合、高粘度の油剤であり、ファンデーショ
ンに含有され、肌に塗布された場合、伸びが重くなるなどの使用感触の低下をもたらす場
合があった。また、これら紫外線吸収剤は吸収した紫外線を熱エネルギーに変換するので
、肌に好ましくない影響を与える場合もあった。
【０００４】
これらの課題を解決するため、微粒子化し、紫外線吸収効果を高めかつ見た目の透明性を
確保した微粒子酸化チタンをファンデーションに含有せしめることが試みられている。（
例えば、特許文献１、特許文献２、特許文献３を参照）しかしながら、これらの技術に於
いては、微粒子表面の活性の高さ故、微粒子の含有量を高くすると、ファンデーション中
、特に粉末化粧料中では微粒子の凝集により紫外線吸収効率が低下（含有量の割に紫外線
吸収効果が高くならない。）等の問題が生じる場合があった。微粒子酸化チタンを含有す
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る粉体成分と油剤とを混合した後、揮発性の油剤と混合し、中皿等に充填した後揮発性油
剤を除去して固形粉末化粧料を作成する試み（例えば、特許文献４、特許文献５を参照）
もなされているが、この方法でも微粒子の凝集力を充分低下させることができず、揮発性
油剤を除去する際に微粒子の凝集力の影響でヒビわれが発生する等、成形性に問題を生じ
る場合があった。
【０００５】
また、雲母等の表面に微粒子酸化チタンを被覆した複合粉体を粉末化粧料に含有せしめ、
微粒子酸化チタンの分散性を改善することにより紫外線吸収効率を高めようとする試みも
ある（例えば、特許文献６、特許文献７を参照）。これらの技術により、製造直後の微粒
子二酸化チタンの分散性は向上したが、固形粉体化粧料に加工後に使用を重ねることによ
り、その表面に部分的な凝集体ができるいわゆる"てかり"が発生し、化粧料をパフで取る
ことができないという使用性に問題が生じることがあった。この問題を解決するため、化
粧料の容器への充填圧力を低くすると落下強度が著しく低下するという新たな問題が生じ
ることもあった。この様な現象は、微粒子二酸化チタンの分散促進効果に優れる、板状粉
体を基体とし、微粒子二酸化チタンを被覆させた複合粉体に於いて著しい傾向が存した。
したがって、充分な紫外線防御効果を有し、使用性に優れ、さらに落下強度にも優れた固
形粉末化粧料が求められていた。
【０００６】
一方、揮発性油剤を用いた湿式成型法により固形粉末化粧料を作成する技術は知られてお
らず、この様な製造法による固形粉末化粧料が使用性に優れる硬度を有しながら、落下強
度等の安定性にも優れることは全く知られていなかった。尚、この様な使用性の優れる硬
度は、オルセン針入硬度で、６０～９５の範囲にあることと定義される。加えて、微粒子
状の二酸化チタンを板状粉体の表面に被覆した、複合板状粉体を配合し、いわゆる湿式成
型法により成形した固形粉末化粧料が充分な紫外線防御効果を有し、使用性に優れること
も知られていなかった。
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－２２００９８号公報
【特許文献２】特開２００５－１９９９号公報
【特許文献３】特開２００５－４１７９５号公報
【特許文献４】特開２００７－２９１０７４号公報
【特許文献５】特開２００６－２１３６５１号公報
【特許文献６】特開２００２－３３５７号公報
【特許文献７】特開２００１－９８１８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
本発明は、このような事情を背景になされたものであり、固形粉末化粧料において、使用
性と落下強度を向上せしめる技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　かかる状況を鑑みて、本発明者らは固形粉末化粧料において、使用性と落下強度を向上
せしめる技術を提供すべく鋭意研究努力を重ねた結果、粉体表面を微粒子二酸化チタンで
被覆した複合粉体を配合した固形粉末化粧料を揮発油剤を用いたいわゆる湿式成型法によ
り調製することで、目的とする固形粉末料が得られることを見出し、本発明を完成するに
至った。すなわち、本発明は以下に示す通りである。
【００１０】
（１）他の粉体を被覆する形態で、電子顕微鏡観察による平均粒径０．０１～０．０８μ
の微粒子酸化チタンを１～３０質量％含有する固形粉末化粧料において、その固形粉体化
粧料における、荷重２ポンドにおけるオルセン針入硬度が６０～９５であることを特徴と
する、固形粉末化粧料。
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（２）前記微粒子に酸化チタンで被覆された粉体が、板状粉体の表面を電子顕微鏡観察に
よる平均粒径０．０１～０．０８μの微粒子二酸化チタンで被覆したものであることを特
徴とする、（１）に記載の固形粉末化粧料。
（３）板状粉体の表面を電子顕微鏡観察による平均粒径０．０１～０．０８μの微粒子二
酸化チタンで被覆してなる複合板状粉体を含有する粉体成分と油剤からなる化粧料基剤に
揮発性油剤を加えてスラリーとなし、該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を
除去して調製することを特徴とする、（１）又は（２）に記載の固形粉末化粧料。
（４）複合板状粉体の含有量が化粧料全体の２質量％～３０質量％であることを特徴とす
る（１）～（４）何れか１項に記載の固形粉末化粧料。
（５）固形粉末化粧料の製造法であって、板状粉体の表面を電子顕微鏡観察による平均粒
径０．０１～０．０８μの微粒子二酸化チタンで被覆してなる複合板状粉体とその他の粉
体からなる粉体成分及び油剤からなる化粧料基剤に揮発性油剤を加えてスラリーとなし、
該スラリーを容器に充填した後、前記揮発性油剤を除去して製造することを特徴とする固
形粉末化粧料の製造法。
（６）固形粉末化粧料は、荷重２ポンドにおけるオルセン硬度計での針入硬度が６０～９
５であることを特徴とする、請求項５に記載の固形粉末化粧料の製造法。
【発明の効果】
【００１１】
本発明によれば、充分な紫外線防御効果を有し、使用性に優れ、さらに落下強度にも優れ
た固形粉末化粧料を提供することできる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
（１） 本発明の固形粉末化粧料の必須成分である複合粉体
本発明の固形粉末化粧料は必須成分として、表面が電子顕微鏡観察による平均粒径０．０
１～０．０８μの微粒子二酸化チタンで被覆された複合粉体を含有する。かかる複合粉体
の基体となる粉体としては、球状粉体であっても、板状粉体であっても構わないが、本発
明の効果が著しい板状粉体であることが好ましい。ここでいう板状粉体とはアスペクト比
が５０以上のものを指す。微粒子二酸化チタンにより表面が被覆される板状粉体は特に限
定されないが、雲母、セリサイト、カオリン、板状シリカ、板状アルミナ、板状硫酸バリ
ウム、板状窒化硼素、ホウケイ酸ガラスフレーク等が好適に例示される。これら板状粉体
の粒径としては、その長径が１～１００μｍであることが好ましい。又、球状粉体などの
板状粉体に於いても、微粒子二酸化チタンに比して有意に大きいことが好ましく、具体的
には平均粒径が、１～１００μｍであることが好ましい。この様な粉体としては、具体的
には、球状シリカ、メチルシロキサン網状重合体、炭酸カルシウム、炭酸バリウム、炭酸
マグネシウム、アルミナなどが好適に例示できる。粒径が小さすぎると固形化粧料の紫外
線防御効果の効率を高める効果が低下する場合があり、好ましくない。また、大きすぎる
と固形化粧料の嵩密度が高くなりすぎて、引いては落下強度が低下する場合があるので好
ましくない。
【００１３】
これら板状粉体の表面を被覆する微粒子二酸化の電子顕微鏡観察による平均粒径は０．０
１～０．０８μであり、０．０２～０．０６μであることが好ましい。粒径がこの範囲よ
り大きくても、小さくても紫外線吸収効率が低下するので、粒径をこの範囲に制御するこ
とが好ましい。また、該微粒子二酸化チタンの被覆量は使用時に、充分な紫外線防御効果
が固形化粧料に付与でされる量であれば特に限定されないが、複合粉体、好ましくは、複
合板状粉体中０．１５～０．２５であることが好ましい。被覆量が少なすぎると、使用性
が良好で、落下強度が維持されても、紫外線防御効果が充分でない場合があり好ましくな
い。また、被覆量が多すぎると、紫外線防御効果が充分であっても、使用性、落下強度が
低下する場合があって好ましくない。
【００１４】
本発明の固形化粧料の必須成分としての複合粉体は、さらにその表面を無水珪酸、酸化鉄
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、ハイドロジェンメチルシロキサン、シリル化剤等で一重乃至は多重に表面処理されてい
ても良い。
【００１５】
本発明の固形粉末化粧料の必須成分としての複合粉体は、例えば、以下の方法で合成でき
る。すなわち、チタン塩の水溶液に前述の粉体を分散させ、チタン塩から微粒子二酸化チ
タンを調製し、生成した微粒子二酸化チタンを粉体の表面に沈積し目的の複合粉体を得る
。
また、市販品も存在し、かかる市販品を利用することも可能である。これらの市販品とし
ては、複合板状粉体である、「ホワイトカットリーフＢＶ」、「カットリーフＡＶ」（い
ずれも三好化成株式会社製）等が挙げられる。
【００１６】
本発明の固形粉末化粧料の必須成分としての複合粉体の含有量は固形粉末化粧料全体（粉
末成分全体）に対して２質量％～３０質量％であり、５質量％～２０質量％であることが
好ましい。又、このことは言い換えれば、他の粉体を被覆する形態で、平均粒径０．０１
～０．０８μの微粒子酸化チタンを０．３～７質量％、より好ましくは１～４質量％含有
することが好ましいとも言える。かかる微粒子二酸化チタンの質量は、粉体を被覆するこ
となく配合された微粒子二酸化チタン及び微粒子二酸化チタンに分類されない二酸化チタ
ンの質量の総和に対して、２～５０質量％であることが好ましく、１５～３５であること
がより好ましい。又、被覆に用いられている微粒子二酸化チタンと粉体を被覆することな
く配合された微粒子二酸化チタンの質量の総和は、二酸化チタンの総質量に対して２０～
５０質量％であることが好ましく、３０～４０質量％であることがより好ましい。該複合
板状粉体の含有量が少なすぎると充分な紫外線防御効果が得られない場合が有り好ましく
ない。また、含有量が多すぎると使用性、落下強度が低下する場合があって好ましくない
。
【００１７】
（２） 　本発明の固形粉末化粧料
　本発明の固形粉末化粧料は、上記の条件を充足し、且つ、オルセン硬度計での針入硬度
が６０～９５、より好ましくは７０～８５であること特徴とする。この様な性状の化粧料
を得るためには、粉体成分及び油剤成分を、揮発性油剤とともに混合、混練りし、これを
中皿に充填し、しかる後に、練合媒である揮発油剤を揮散せしめ、成形することにより製
造される。ここにおいて、本発明で用いることの出来る揮発性油剤は、軽質イソパラフィ
ン、ジメチコン、シクロメチコンの何れかであって、沸点が１５０～２５０℃のものが好
ましい。ジメチコンであれば、粘度に換算して１ｍPas・ｓ以下のものがこれに相当する
。この様な揮発油剤には既に化粧料原料として市販しているものが存し、この様な化粧品
原料を購入して利用することが出来る。この様な市販品の内、好ましいものとしては出光
興産社製の「ＩＰソルベント１６２０ＭＵ」、信越シリコーン社製の「シリコーンＫＦ９
６－１」などが好適に例示できる。かかる練合媒としての揮発油剤は、唯一種を用いるこ
とも出来るし、二種以上を組み合わせて用いることも出来る。またその量は、重量換算で
粉体成分と油剤成分からなる化粧料基剤の０．２５～１．００倍が好ましい。練合におい
ては、粉体の二次凝集が出来る限り壊砕出来るような練合が好ましく、具体的には、土練
機、ダブルプラネタリーミキサー等を用いて混合、混練りすることが好ましい。混練りし
てスラリーを作成し、これを充填した後、揮発性油剤を揮散させて成形するが、揮発性油
剤の揮散条件としては、５０～１００℃で６～４８時間の送風条件が好ましく例示できる
。
【００１８】
（３）本発明の固形粉末化粧料に含有される任意成分
本発明の化粧料は、固形粉末化粧料であり、パウダーファンデーション、プレストパウダ
ー等のベースメーク料、パウダーアイカラー、チークカラー等のポイントメーク料への適
用が可能であるが、その使用性を際だたせる点で、使用面積の大きなベースメーク料とし
ての使用が好ましい。この様な種々の固形粉末化粧料に適用するに際して、本発明の固形
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粉末化粧料では、通常化粧料で使用される任意成分より、適宜好適な成分を選択し、適用
すべき固形粉末化粧料として好ましい性状のものに加工することが出来る。かかる任意成
分としては、例えば、マカデミアナッツ油、アボガド油、トウモロコシ油、オリーブ油、
ナタネ油、ゴマ油、ヒマシ油、サフラワー油、綿実油、ホホバ油、ヤシ油、パーム油、液
状ラノリン、硬化ヤシ油、硬化油、モクロウ、硬化ヒマシ油、ミツロウ、キャンデリラロ
ウ、カルナウバロウ、イボタロウ、ラノリン、還元ラノリン、硬質ラノリン、ホホバロウ
等のオイル、ワックス類、流動パラフィン、スクワラン、プリスタン、オゾケライト、パ
ラフィン、セレシン、ワセリン、マイクロクリスタリンワックス等の炭化水素類、オレイ
ン酸、イソステアリン酸、ラウリン酸、ミリスチン酸、パルミチン酸、ステアリン酸、ベ
ヘン酸、ウンデシレン酸等の高級脂肪酸類、セチルアルコール、ステアリルアルコール、
イソステアリルアルコール、ベヘニルアルコール、オクチルドデカノール、ミリスチルア
ルコール、セトステアリルアルコール等の高級アルコール等、イソオクタン酸セチル、ミ
リスチン酸イソプロピル、イソステアリン酸ヘキシルデシル、アジピン酸ジイソプロピル
、セバチン酸ジ－２－エチルヘキシル、乳酸セチル、リンゴ酸ジイソステアリル、ジ－２
－エチルヘキサン酸エチレングリコール、ジカプリン酸ネオペンチルグリコール、ジ－２
－ヘプチルウンデカン酸グリセリン、トリ－２－エチルヘキサン酸グリセリン、トリ－２
－エチルヘキサン酸トリメチロールプロパン、トリイソステアリン酸トリメチロールプロ
パン、テトラ－２－エチルヘキサン酸ペンタンエリトリット等の合成エステル油類、ジメ
チルポリシロキサン、メチルフェニルポリシロキサン、ジフェニルポリシロキサン等の鎖
状ポリシロキサン、オクタメチルシクロテトラシロキサン、デカメチルシクロペンタシロ
キサン、ドデカメチルシクロヘキサンシロキサン等の環状ポリシロキサン、アミノ変性ポ
リシロキサン、ポリエーテル変性ポリシロキサン、アルキル変性ポリシロキサン、フッ素
変性ポリシロキサン等の変性ポリシロキサン等のシリコーン油等の油剤類、脂肪酸セッケ
ン（ラウリン酸ナトリウム、パルミチン酸ナトリウム等）、ラウリル硫酸カリウム、アル
キル硫酸トリエタノールアミンエーテル等のアニオン界面活性剤類、塩化ステアリルトリ
メチルアンモニウム、塩化ベンザルコニウム、ラウリルアミンオキサイド等のカチオン界
面活性剤類、イミダゾリン系両性界面活性剤（２－ココイル－２－イミダゾリニウムヒド
ロキサイド－１－カルボキシエチロキシ２ナトリウム塩等）、ベタイン系界面活性剤（ア
ルキルベタイン、アミドベタイン、スルホベタイン等）、アシルメチルタウリン等の両性
界面活性剤類、ソルビタン脂肪酸エステル類（ソルビタンモノステアレート、セスキオレ
イン酸ソルビタン等）、グリセリン脂肪酸類（モノステアリン酸グリセリン等）、プロピ
レングリコール脂肪酸エステル類（モノステアリン酸プロピレングリコール等）、硬化ヒ
マシ油誘導体、グリセリンアルキルエーテル、ＰＯＥソルビタン脂肪酸エステル類（ＰＯ
Ｅソルビタンモノオレエート、モノステアリン酸ポリオキエチレンソルビタン等）、ＰＯ
Ｅソルビット脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－ソルビットモノラウレート等）、ＰＯＥグリセ
リン脂肪酸エステル類（ＰＯＥ－グリセリンモノイソステアレート等）、ＰＯＥ脂肪酸エ
ステル類（ポリエチレングリコールモノオレート、ＰＯＥジステアレート等）、ＰＯＥア
ルキルエーテル類（ＰＯＥ２－オクチルドデシルエーテル等）、ＰＯＥアルキルフェニル
エーテル類（ＰＯＥノニルフェニルエーテル等）、プルロニック型類、ＰＯＥ・ＰＯＰア
ルキルエーテル類（ＰＯＥ・ＰＯＰ２－デシルテトラデシルエーテル等）、テトロニック
類、ＰＯＥヒマシ油・硬化ヒマシ油誘導体（ＰＯＥヒマシ油、ＰＯＥ硬化ヒマシ油等）、
ショ糖脂肪酸エステル、アルキルグルコシド等の非イオン界面活性剤類、ポリエチレング
リコール、グリセリン、１，３－ブチレングリコール、エリスリトール、ソルビトール、
キシリトール、マルチトール、プロピレングリコール、ジプロピレングリコール、ジグリ
セリン、イソプレングリコール、１，２－ペンタンジオール、２，４－－ヘキシレングリ
コール、１，２－ヘキサンジオール、１，２－オクタンジオール等の多価アルコール類、
ピロリドンカルボン酸ナトリウム、乳酸、乳酸ナトリウム等の保湿成分類、グアガム、ク
インスシード、カラギーナン、ガラクタン、アラビアガム、ペクチン、マンナン、デンプ
ン、キサンタンガム、カードラン、メチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、カ
ルボキシメチルセルロース、メチルヒドロキシプロピルセルロース、コンドロイチン硫酸
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、デルマタン硫酸、グリコーゲン、ヘパラン硫酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸ナトリウ
ム、トラガントガム、ケラタン硫酸、コンドロイチン、ムコイチン硫酸、ヒドロキシエチ
ルグアガム、カルボキシメチルグアガム、デキストラン、ケラト硫酸，ローカストビーン
ガム，サクシノグルカン，カロニン酸，キチン，キトサン、カルボキシメチルキチン、寒
天、ポリビニルアルコール、ポリビニルピロリドン、カルボキシビニルポリマー、ポリア
クリル酸ナトリウム、ポリエチレングリコール、ベントナイト等の増粘剤、表面を処理さ
れていても良い、マイカ、タルク、カオリン、合成雲母、炭酸カルシウム、炭酸マグネシ
ウム、無水ケイ酸（シリカ）、酸化アルミニウム、硫酸バリウム等の粉体類、表面を処理
されていても良い、ベンガラ、黄酸化鉄、黒酸化鉄、酸化コバルト、群青、紺青、酸化チ
タン、酸化亜鉛の無機顔料類、表面を処理されていても良い、通常の雲母チタン、魚燐箔
、オキシ塩化ビスマス等のパール剤類、レーキ化されていても良い赤色２０２号、赤色２
２８号、赤色２２６号、黄色４号、青色４０４号、黄色５号、赤色５０５号、赤色２３０
号、赤色２２３号、橙色２０１号、赤色２１３号、黄色２０４号、黄色２０３号、青色１
号、緑色２０１号、紫色２０１号、赤色２０４号等の有機色素類、ポリエチレン末、ポリ
メタクリル酸メチル、ナイロン粉末、オルガノポリシロキサンエラストマー等の有機粉体
類、パラアミノ安息香酸系紫外線吸収剤、アントラニル酸系紫外線吸収剤、サリチル酸系
紫外線吸収剤、桂皮酸系紫外線吸収剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤、糖系紫外線吸収
剤、２－（２'－ヒドロキシ－５'－ｔ－オクチルフェニル)ベンゾトリアゾール、４－メ
トキシ－４'－ｔ－ブチルジベンゾイルメタン等の紫外線吸収剤類、エタノール、イソプ
ロパノール等の低級アルコール類、ビタミンＡ又はその誘導体、ビタミンＢ６塩酸塩，ビ
タミンＢ６トリパルミテート，ビタミンＢ６ジオクタノエート，ビタミンＢ２又はその誘
導体，ビタミンＢ１２，ビタミンＢ１５又はその誘導体等のビタミンＢ類、α－トコフェ
ロール，β－トコフェロール，γ－トコフェロール，ビタミンＥアセテート等のビタミン
Ｅ類、ビタミンＤ類、ビタミンＨ、パントテン酸、パンテチン、ピロロキノリンキノン等
のビタミン類などが好ましく例示できる。これらの内で、油剤として揮発性油剤に分類さ
れないジメチコン、概ね、粘度が１０ｍPas・ｓ以上を使用する場合、前記揮発性油剤の
溶存を防ぐ意味で、１気圧、２５℃の条件で液状の脂肪酸トリグリセライドを、前記ジメ
チコンに対して０．１～１質量部含有することが好ましい。前記脂肪酸トリグリセライド
としては、２－エチルヘキサン酸トリグリセライドが好ましく例示できる。
【００１９】
以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明するが、本発明が実施例のみに限定されないこ
とは言うまでもない。
【実施例】
【００２０】
＜実施例１～４＞　＜比較例１～４＞
以下に示す行程に従って固形化粧料であるパウダーファンデーションを作成した。すなわ
ち、表１（イ）成分をヘンシェルミキサーで混合した後、パルベライザーで粉砕した。そ
の後、再びヘンシェルミキサーでこの混合物を攪拌しながら（ロ）成分を添加し、混合を
続け、化粧料基剤を得た。得られた化粧料基剤をヘンシェルミキサーから取り出した後、
再びパルベライザーで粉砕し、ダブルプラネットミキサー（ＤＰＭ）中で、質量換算で化
粧料基剤１に対してイソパラフィン＊＊の割合で混練しスラリーを作成した。このスラリ
ーをアルミ中皿に充填し、真空条件下でイソパラフィンを除去してパウダーファンデーシ
ョンを得た。ただし、比較例３、４に関しては（イ）成分及び（ロ）成分を混合しヘンシ
ェルミキサーで粉砕した後、金型を用いて半自動プレス機により比較例３に関しては１５
kg/cm2のプレス圧、比較例４に関しては４０kg/cm2のプレス圧）でアルミ中皿に充填した
。なお、表1中の数字は質量％を表す。
また、荷重２ポンドでのオルセン硬度を併せて表１に示す。
【００２１】
＜試験例１＞パウダーファンデーションのＳＰＦ測定
ＳＰＦ　Ａｎａｌｙｚｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　ＵＶ－１０００Ｓ（Ｌａｂｓｈｅｒe社製）
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を用いて実施例１～４、比較例１、比較例３及び比較例４のファンデーションのＳＰＦ値
を測定した。すなわち、試料フォルダーに市販サージカルテープを貼付し、その表面にパ
ウダーファンデーションを２ｍｇ/ｃｍ２塗布し測定用資料とした。この試料フォルダー
をＡｎａｌｙｚｅｒ　Ｓｙｓｔｅｍに装着し、ＳＰＦを測定した。結果を表１併せて示す
。
【００２２】
＜試験例２＞パウダーファンデーションの落下強度テスト
アルミ中皿に充填した実施例１～４及び比較例１及び比較例３～４のファンデーションを
スチレン性の緩衝材で包装し、一個箱に入れた後、２５ｃｍの高さから落下した。各サン
プルについてこの試験をｎ＝５で行い、割れたり、かけたりしたファンデーションの数を
もって落下強度とした。結果を表１に併せて示す。数字が小さいほど落下強度が高いこと
を示す。
【００２３】
【表１】

＊ １）被覆二酸化チタンの電子顕微鏡観察による粒子径が０．１ミクロン以上で本発明
に含まれないチタン被覆マイカ
＊ ２）電子顕微鏡観察による平均粒子径０．０２μの微粒子酸化チタンを１３質量％被
覆した本発明の微粒子酸化チタン被覆雲母
＊ ３）電子顕微鏡観察による平均粒子径０．０６μの微粒子酸化チタンを１７質量％被
覆した本発明の微粒子二酸化チタン被覆雲母
＊ ３）電子顕微鏡観察による平均粒子径０．０２μの微粒子酸化チタン

注）実施例２ではアルミナ中皿に充填、揮発性油剤除去後にヒビわれが発生した。
【００２４】
＜試験例３＞パウダーファンデーションの連続使用テスト。
実施例１～４、比較例１及び比較例３～４のパウダーファンデーションの表面をパフにて
何度もこすり続け、連続使用におけるファンデーションのパフへの取れ性を評価した。実
施例１～４及び比較例１及び３においてはアルミ中皿の底がみえるまで問題なく使用でき
たが、比較例４においては表面に凝集体（いわゆるてかり）ができ使用途中でパフへの取
れ量が著しく低下し、使用不可能となった。
【００２５】
　試験例１～３より本発明の固形化粧料は紫外線防御効果に優れ、かつ、微粒子二酸化チ
タンの分散性の悪さ等に由来する凝集体の発生により使用性が低下する等の問題も生じさ
せず、落下強度も維持され、使用性、機能ともに優れることが証明された。
【産業上の利用可能性】
【００２６】
化粧料　特にメークアップ化粧料に有効に活用できる。
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